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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

（緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備） 

 

 

 

第五十九条 発電用原子炉施設

には、運転時の異常な過渡変化

時において発電用原子炉の運転

を緊急に停止することができな

い事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場

合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び原子炉格納

容器の健全性を維持するととも

に、発電用原子炉を未臨界に移

行するために必要な設備を施設

しなければならない。 

①，②，③，④ 

 

【解釈】 

１ 第５９条に規定する「発電

用原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象が発生す

るおそれがある場合」とは、発電

用原子炉が緊急停止していなけ

ればならない状況にもかかわら

ず、原子炉出力又は原子炉圧力

等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定され

る場合のことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器の健全性を維持するとともに，発電

用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備として，ATWS 緩和

設備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩和設

備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機

能）及びほう酸水注入系を設ける設計とす

る。 

①-1，①-2【59 条 1】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

 (d) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備 

 

 運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器の健全性を維持するとともに，発電

用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置する。①-1 

 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

(5) その他の主要な事項 

(ⅻ)緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備 

 

 運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器の健全性を維持するとともに，発電

用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置する。□1 (①-

1) 

 

 

 

 

6. 計測制御系統施設 

 

6.7  緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 

6.7.1  概要 

 運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器の健全性を維持するとともに，発電

用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置する。◇1（①

-1） 

 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備の説明図及び系統概

要図を第 6.7－1 図から第 6.7－3 図に示

す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

3.2.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御

棒挿入機能） 

(2) ATWS 緩和設備（代替冷却

材再循環ポンプ・トリップ機

能） 

 

 

 

①-2 引用元：P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-2 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

２ 第５９条に規定する「発電

用原子炉を未臨界に移行するた

めに必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が

作動すると，高圧炉心注水系及び低圧注水

系から大量の冷水が注水され出力の急激

な上昇につながるため，自動減圧系の起動

阻止スイッチにより自動減圧系及び代替

自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に

よる自動減圧を阻止できる設計とする。 

①-3【59 条 2】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備のうち，原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに，発電用原子炉を

未臨界に移行し，炉心の著しい損傷を防止

するための設備□1 (①-1)として，ATWS 緩

和設備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩和

設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ

機能）及びほう酸水注入系を設ける。①-

2 

 

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧

系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧

注水系から大量の冷水が注水され出力の

急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止する。①-3 自

動減圧系の起動阻止スイッチについては，

(5),(ⅹⅲ)原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備に記載する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2  設計方針 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備のうち，原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに，発電用原子炉を

未臨界に移行し，炉心の著しい損傷を防止

するための設備として，ATWS 緩和設備（代

替制御棒挿入機能），ATWS 緩和設備（代替

冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）及び

ほう酸水注入系を設ける。◇1 （①-1，①-

2） 

 

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧

系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧

注水系から大量の冷水が注水され出力の

急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止する。◇1 （①-

3）自動減圧系の起動阻止スイッチについ

ては，「6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備」に記載する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.3 自動減圧機能作動阻

止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-3 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

（１）BWR 

ａ）センサー出力から最終的な

作動装置の入力までの原子炉ス

クラム系統から独立した代替反

応度制御棒挿入回路（ARI）を整

備すること。 

①，② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止して

いなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定

される場合の重大事故等対処設備として

使用する ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）は，原子炉圧力高又は原子炉水位低

（レベル 2）の信号により，全制御棒を全

挿入させて発電用原子炉を未臨界にでき

る設計とする。 

②-1【59 条 3】  

 

 

 また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）は，中央制御室（「7号機設備，6,7

号機共用」（以下同じ。））の操作スイッチ

を手動で操作することで作動させること

ができる設計とする。 

②-2【59 条 4】  

 

 その他，設計基準対象施設である制御棒

及び制御棒駆動系のうち水圧制御ユニッ

ト，制御棒駆動機構（水圧駆動）等を重大

事故等対処設備として使用できる設計と

する。また，制御棒駆動系の流路として，

設計基準対象施設である配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することか

ら，流路に係る機能について重大事故等対

処設備としての設計を行う。 

②-3【59 条 10】 

a. フロントライン系故障時に用いる設

備 

(a) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

による制御棒緊急挿入 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止して

いなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定

される場合の重大事故等対処設備として，

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，

原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル

2）の信号により，全制御棒を全挿入させ

て発電用原子炉を未臨界にできる設計と

する。②-1 

 

 

 

 また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）は，中央制御室の操作スイッチを手

動で操作することで作動させることがで

きる設計とする。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設

備 

a. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

による制御棒緊急挿入 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止して

いなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定

される場合の重大事故等対処設備として，

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）を

使用する。◇1 （②-1） 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），

論理回路，代替制御棒挿入機能用電磁弁等

で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位低

（レベル 2）の信号により，全制御棒を全

挿入させて発電用原子炉を未臨界にでき

る設計とする。◇1 （②-1） 

 また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）は，中央制御室の操作スイッチを手

動で操作することで作動させることがで

きる設計とする。◇1 （②-2） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）◇1

（②-1） 

 その他，設計基準対象施設である制御棒

駆動系水圧制御ユニット及び設計基準事

故対処設備である制御棒，制御棒駆動機構

（水圧駆動）を重大事故等対処設備として

使用し，②-3 設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。◇4  

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御

棒挿入機能） 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御

棒挿入機能） 

 

計測制御系統施設 

3.2.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御

棒挿入機能） 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-4 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがあ

る場合」に、原子炉出力を制御す

るため、原子炉冷却材再循環ポ

ンプを自動で停止させる装置を

整備すること。 

①，③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止して

いなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定

される場合の重大事故等対処設備として

使用する ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）は，原子炉圧力

高又は原子炉水位低（レベル 3）の信号に

より原子炉冷却材再循環ポンプ 4 台を自

動停止し，原子炉水位低（レベル 2）の信

号により原子炉冷却材再循環ポンプ 6 台

を自動停止させて，発電用原子炉の出力を

抑制できる設計とする。 

③-1【59 条 5】  

 

 

 

 

 また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）は，自動で停止

しない場合に，中央制御室の操作スイッチ

を手動で操作することにより，原子炉冷却

材再循環ポンプ可変周波数電源装置を停

止することで，原子炉冷却材再循環ポンプ

を停止させることができる設計とする。 

③-2，③-3【59 条 6】  

 

 

 

 

 

 

 (b) 原子炉冷却材再循環ポンプ停止によ

る原子炉出力抑制 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止して

いなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定

される場合の重大事故等対処設備として，

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能）は，原子炉圧力高又は原子

炉水位低（レベル 3）の信号により冷却材

再循環ポンプ 4台を自動停止し，原子炉水

位低（レベル 2）の信号により冷却材再循

環ポンプ 6台を自動停止させて，発電用原

子炉の出力を制御できる設計とする。③-

1 

 

 

 

 

 

 また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）は，自動で停止

しない場合に，中央制御室の操作スイッチ

を手動で操作することで，冷却材再循環ポ

ンプを停止させることができる設計とす

る。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 原子炉冷却材再循環ポンプ停止によ

る原子炉出力抑制 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止して

いなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定

される場合の重大事故等対処設備として，

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能）を使用する。◇1 （③-1） 

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，検出器（原子炉圧

力及び原子炉水位），論理回路，原子炉冷

却材再循環ポンプ可変周波数電源装置③-

3（停止に必要な部位）等で構成し，原子

炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の

信号により冷却材再循環ポンプ 4 台を自

動停止し，原子炉水位低（レベル 2）の信

号により冷却材再循環ポンプ 6 台を自動

停止させて，発電用原子炉の出力を制御で

きる設計とする。◇1 （③-1） 

 また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）は，自動で停止

しない場合に，中央制御室の操作スイッチ

を手動で操作することで，冷却材再循環ポ

ンプを停止させることができる設計とす

る。◇1 （③-2） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）◇1 （③-1） 

 

 その他，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。◇4  

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

(2) ATWS 緩和設備（代替冷却

材再循環ポンプ・トリップ機

能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

(2) ATWS 緩和設備（代替冷却

材再循環ポンプ・トリップ機

能） 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-5 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ）十分な反応度制御能力を有

するほう酸水注入設備（SLCS）を

整備すること。 

①，④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象が発生した場合に，自動減

圧系の起動阻止スイッチを 1 個作動させ

ることで発電用原子炉の自動による減圧

を防止できる設計とする。 

①-4【59 条 7】  

 

 

 原子炉緊急停止系の機能が喪失した場

合の重大事故等対処設備として使用する

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプ

により，ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう

酸水を高圧炉心注水系等を経由して原子

炉圧力容器へ注入することで，発電用原子

炉を未臨界にできる設計とする。 

④-1，④-2【59 条 8】  

 

 ほう酸水注入系の流路として，設計基準

対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持

構造物，原子炉圧力容器内部構造物及び配

管貫通部を重大事故等対処設備として使

用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

④-3【59 条 9】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) ほう酸水注入 

 原子炉緊急停止系の機能が喪失した場

合の重大事故等対処設備として，ほう酸水

注入系は，ほう酸水注入系ポンプにより，

ほう酸水を高圧炉心注水系等を経由して

原子炉圧力容器へ注入することで，発電用

原子炉を未臨界にできる設計とする。④-

1 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個  数      1□2  

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能） 

個  数      1□2  

 

ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系ポンプ 

（ヘ,(4)他と兼用）□2   

 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

（ヘ,(4)他と兼用）□2  

 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

個  数    1①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ほう酸水注入 

 原子炉緊急停止系の機能が喪失した場

合の重大事故等対処設備として，ほう酸水

注入系を使用する。◇1 （④-1） 

 ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポン

プ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，④-2 ほう

酸水注入系ポンプにより，ほう酸水を高圧

炉心注水系等を経由して原子炉圧力容器

へ注入することで，発電用原子炉を未臨界

にできる設計とする。◇1 （④-1） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入系ポンプ◇1 （④-1） 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク◇3 （④-2） 

 

 本系統の流路として，ほう酸水注入系の

配管及び弁並びに高圧炉心注水系の配管，

弁及びスパージャを重大事故等対処設備

として使用する。 

 その他，設計基準対象施設である原子炉

圧力容器を重大事故等対処設備として使

用④-3 し，設計基準事故対処設備である

非常用交流電源設備を重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。◇4  

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。（対

象設備の明確化） 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。（対

象設備の明確化） 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.3 自動減圧機能作動阻

止 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-6 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

（２）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがあ

る場合」に、原子炉出力を抑制す

るため、補助給水系ポンプを自

動的に起動させる設備及び蒸気

タービンを自動で停止させる設

備を整備すること。 

 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがあ

る場合」には、化学体積制御設備

又は非常用炉心冷却設備による

十分な量のほう酸水注入を実施

する設備を整備すること。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（多様性，位置的分散） 

 基本方針については，「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す。Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 原子炉圧力容器については，「5.1 原子

炉圧力容器及び一次冷却材設備」に記載す

る。◇2  

 非常用交流電源設備については，「10.1 

非常用交流電源設備」に記載する。◇2  

 

6.7.2.1  多様性，位置的分散 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

Ⅰ 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，原子炉緊急停止系と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，論理回路を

アナログ回路で構築することで，ディジタ

ル回路で構築する原子炉緊急停止系に対

して多様性を有する設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁

弁まで原子炉緊急停止系に対して独立し

た構成とすることで，原子炉緊急停止系と

共通要因によって同時に機能を損なわな

い設計とする。◇5  

 また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）は，原子炉緊急停止系の電源と電気

的に分離することで，共通要因によって同

時に機能を損なわない設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，原子炉緊急停止系

と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，論理回路をアナログ回路で構築

することで，ディジタル回路で構築する原

子炉緊急停止系に対して多様性を有する

設計とする。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-7 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，検出器から原子炉

冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置

（停止に必要な部位）まで原子炉緊急停止

系に対して独立した構成とすることで，共

通要因によって同時に機能を損なわない

設計とする。◇5  

 また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）は，原子炉緊急

停止系の電源と電気的に分離することで，

原子炉緊急停止系と共通要因によって同

時に機能を損なわない設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動

機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制

御ユニットと共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，ほう酸水注入系ポン

プを非常用交流電源設備からの給電によ

り駆動することで，アキュムレータにより

駆動する制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆

動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニットに

対して多様性を有する設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注

入系貯蔵タンクは，原子炉建屋原子炉区域

内の制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）

及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと異

なる区画に設置することで，制御棒，制御

棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系

水圧制御ユニットと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-8 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

（悪影響防止） 

 基本方針については，「5.1.3 悪影響防

止等」に示す。Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共用の禁止） 

 該当する記載なし。Ⅲ 

 

 

6.7.2.2  悪影響防止 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

Ⅱ 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁

弁まで，原子炉緊急停止系に対して独立し

た構成とすることで，原子炉緊急停止系に

悪影響を及ぼさない設計とする。また，

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，

原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離

することで，原子炉緊急停止系に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，検出器から原子炉

冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置

（停止に必要な部位）まで，原子炉緊急停

止系に対して独立した構成とすることで，

原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない

設計とする。また，ATWS 緩和設備（代替冷

却材再循環ポンプ・トリップ機能）は，原

子炉緊急停止系の電源と電気的に分離す

ることで，原子炉緊急停止系に悪影響を及

ぼさない設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系は，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で，

重大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇5  

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・共用の禁止に該当する記載

なし。 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-9 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

（容量等） 

 基本方針については，「5.1.4 容量等」

に示す。Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2.3  容量等 

 基本方針については，「1.1.7.2 容量

等」に示す。Ⅳ 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備として使用する ATWS

緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想定

される重大事故等時において，原子炉圧力

高の信号又は原子炉水位低（レベル 2）の

信号の計器誤差を考慮して確実に作動す

る設計とする。◇5  

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備として使用する ATWS

緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能）は，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉水位低（レベル 2，レベル

3）及び原子炉圧力高の信号の計器誤差を

考慮して確実に作動する設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，炉心流量の急激な

減少を緩和させるため，原子炉圧力高又は

原子炉水位低（レベル 3）の信号により冷

却材再循環ポンプ 4台を自動停止し，原子

炉水位低（レベル 2）の信号により冷却材

再循環ポンプ 6 台を自動停止する設計と

する。◇5  

 ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注

入系貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備

としての仕様が，想定される重大事故等時

において，発電用原子炉を未臨界にするた

めに必要な負の反応度添加率を確保する

ための容量に対して十分であるため，設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。◇5  

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-10 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

（環境条件等） 

 基本方針については，「5.1.5 環境条件

等」に示す。Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2.4  環境条件等 

 基本方針については，「1.1.7.3 環境条

件等」に示す。Ⅴ 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，中央制御室及び原子炉建屋原子炉区域

内に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室で可能な設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，中央制御室及び原

子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室で可能

な設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注

入系貯蔵タンクは，原子炉建屋原子炉区域

内に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室で可能な

設計とする。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-11 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

（操作性の確保） 

 基本方針については，「5.1.6 操作性及

び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2.5  操作性の確保 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，想定される重大事故等時において他の

系統と切り替えることなく使用できる設

計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は検出器を多重化し，「2 out of 4」論理

又は「2 out of 3」論理で自動的に作動す

る設計とする。また，ATWS 緩和設備（代替

制御棒挿入機能）は，中央制御室の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，想定される重大事

故等時において他の系統と切り替えるこ

となく使用できる設計とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は検出器を多重化し，

「2 out of 4」論理又は「2 out of 3」論

理で自動的に作動する設計とする。◇5  

 また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）は，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計

とする。◇5  

 ほう酸水注入系は，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用し，弁操作等によ

り速やかに切り替えられる設計とする。ほ

う酸水注入系は，中央制御室の操作スイッ

チにより操作が可能な設計とする。◇5  

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 59 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備】 
 

要求事項との対比表 

59 条-12 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

（試験検査） 

 基本方針については，「5.1.6 操作性及

び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

6.7.3  主要設備及び仕様 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備の主要機器仕様を第

6.7－1 表に示す。◇2  

 

6.7.4  試験検査 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）

は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の

確認として，模擬入力による論理回路の動

作確認，校正及び設定値確認が可能な設計

とする。◇5  

 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）は，発電用原子炉の停

止中に機能・性能の確認として，模擬入力

による論理回路の動作確認，校正及び設定

値確認が可能な設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有

無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。◇5  

 ほう酸水注入系ポンプは，発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な

設計とする。◇5  

 また，ほう酸水注入系貯蔵タンクは，発

電用原子炉の停止中にほう酸濃度及びタ

ンク水位の確認によるほう酸質量の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。◇5  

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 
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59 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 
様式-6 

各条文の設計の考え方 

第 59条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

1.1 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 

緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界

にする設備の施設 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，原子炉緊急停止失敗時におけ

る出力上昇防止のため自動減圧を

阻止する旨についても記載する。 

1 項 

2(1)a) 

2(1)b) 

2(1)c) 

a,c,d,f,g 

② 

ATWS 緩和設備（代替

制御棒挿入機能）によ

る制御棒緊急挿入 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使

用する制御棒駆動系水圧制御ユニ

ット，制御棒及び制御棒駆動機構等

についても記載する。 

1 項 2(1)a) a,c,e,f,g 

③ 

原子炉冷却材再循環

ポンプ停止による原

子炉出力抑制 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 2(1)b) a,f,g 

④ 

ほう酸水注入系によ

る原子炉未臨界への

移行 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使

用する流路及び原子炉圧力容器（炉

心支持構造物を含む。）についても

記載する。 

1 項 2(1)c) a,c,d,e 

1.2 技術基準規則第 54条への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

Ⅰ 多様性，位置的分散等 
多様性，位置的分散等に関する基本

方針の呼び込み先を記載する。 
― ― b 

Ⅱ 悪影響防止 
悪影響防止に関する基本方針の呼

び込み先を記載する。 
― ― b 

Ⅲ 共用の禁止 共用の禁止に関連する記載なし。 ― ― b 

Ⅳ 容量等 
容量等に関する基本方針の呼び込

み先を記載する。 
― ― a,f 
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59 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 
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Ⅴ 環境条件等 
環境条件等に関する基本方針の呼

び込み先を記載する。 
― ― b 

Ⅵ 操作性の確保 
操作性の確保に関する基本方針の

呼び込み先を記載する。 
― ― b 

Ⅶ 試験検査 
試験検査に関する基本方針の呼び

込み先を記載する。 
― ― b 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可本文内の重

複記載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

□2  仕様 要目表として整理するため記載しない。 ― 

□3  
文章，表又は図の呼込

み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  
文章，表又は図の呼

込み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

◇3  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

◇4  
非常用交流電源設備

の使用 

非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する旨は第 72 条に包括して記載するため

記載しない。 

― 

◇5  
設備の健全性に関す

る記載 

設備の健全性に関する記載は第 54 条に包括して記載する

ため記載しない。 
― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 計測制御系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

d 強度に関する説明書 

e 構造図 
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59 条－3 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 
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f 
工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）回路の説明図及び設定値の根拠に関する説

明書 

g 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 


